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さいたま市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付審査基準 

さいたま市母子及び父子並びに寡婦福祉資金審査基準（平成１５年４月１日施行）の

全部を改正する。 

 

１ 趣旨 

  この基準は、さいたま市母子及び父子並びに寡婦福祉資金事務取扱要領（平成２６

年１０月１日施行）を補足し、母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金貸

付事務の適正かつ円滑な運用を図るため定めるものとする。 

 

２ 一般基準 

 （１）資金の貸付けを受ける者に係る基準 

  ア 配偶者のない女子の取扱い 

     （ア）配偶者の生死が明らかでない女子 

      配偶者の所在が不明であるため、その扶養を受けることができなくなって

から概ね６か月以上経過したもの 

          ただし、船舶の遭難等により配偶者が行方不明となり、その死亡が推定さ

れるときは、その事実発生から概ね３か月以上経過したものについても同様

とする。 

     （イ）配偶者から遺棄されている女子 

      配偶者の所在が明らかであるが、その扶養が行われず、概ね６か月以上放

置されている状態にあると認められるもの 

     （ウ）配偶者が海外にあるため、その扶養を受けることができない女子 

      次に掲げる状態が概ね６か月以上経過し、引き続き６か月以上継続すると

認められるもの 

     ａ 現在海外に拘禁されている状態 

     ｂ 帰国が可能な状態にありながら本人の意思で帰国しない場合であって、

かつ、送金されない状態 

     （エ）配偶者が精神又は身体の障害により、長期にわたって労働能力を失ってい

る女子 

      配偶者がその障害により、概ね６か月以上労働不能の状態にあり、引き続



 

き６か月以上継続すると認められるもの 

      ただし、配偶者が次に掲げるもののうち、いずれかに該当するときは、そ

の認定がなされたときから対象として取り扱う。 

        ａ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）による身体障害者手帳

を所持し、その障害等級が１級又は２級の者 

        ｂ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）による障害厚生年金の受

給権者であって、その障害等級が１級又は２級の者 

        ｃ 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）等の共済組合各法

による障害共済年金の受給権者であって、その障害等級が１級又は２級の

者 

        ｄ 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）による障害基礎年金の受給権

者であって、その障害等級が１級又は２級の者 

        ｅ 児童扶養手当法施行令（昭和３６年政令第４０５号）別表第２に定める

程度の障害の状態にある父 

     （オ）配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受け

ることができない女子 

      配偶者が概ね６か月以上拘禁されており、その状態が引き続き６か月以上

継続すると認められるもの 

  イ 配偶者のない男子の取扱い 

    貸付対象となる配偶者のない男子は、配偶者のない女子に準じる。 

   ウ 寡婦の取扱い 

      貸付対象となる寡婦は原則として６０歳以下の者とし、貸付金の償還能力等を

   十分考慮すること。 

   エ 父母のない児童の取扱い 

   （ア）父母の生死が明らかでない児童 

         父母の所在が明らかでないため、その扶養を受けることができなくなってか

    ら、概ね６か月以上経過したもの 

     ただし、船舶の遭難等により父母が行方不明となり、その死亡が推定される

    ときは、その事実発生から概ね３か月以上経過したものについても、同様とす

    る。 



 

   （イ）父母から遺棄されている児童 

     父母の所在が明らかであるが、その扶養が行われず、概ね６か月以上放置さ

れている状態にあると認められるもの 

     （ウ）父母が海外にあるため、その扶養を受けることができない児童 

次に掲げる状態が概ね６か月以上経過し、引き続き６か月以上継続すると認

    められるもの 

     ａ 現在海外に拘禁されている状態 

     ｂ 帰国が可能な状態にありながら本人の意思で帰国しない場合であって、

かつ、送金されない状態 

     （エ）父母が精神又は身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っている

ため、その扶養を受けることができない児童 

      父母がその障害により、概ね６か月以上労働不能の状態にあり、引き続き

６か月以上継続すると認められるもの。 

      ただし、父母が次に掲げるもののうち、いずれかに該当するときは、その

認定がなされたときから対象として取り扱う。 

        ａ 身体障害者福祉法による身体障害者手帳を所持し、その障害等級が１級

又は２級の者 

        ｂ 厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権者であって、その障害等級

が１級又は２級の者 

        ｃ 国家公務員共済組合法等の共済組合各法による障害共済年金の受給権者

であって、その障害等級が１級又は２級の者 

        ｄ 国民年金法による障害基礎年金の受給権者であって、その障害等級が１

級又は２級の者 

   （オ）父母が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受ける

ことができない児童 

      父母が現在まで６か月以上拘禁されており、その状態が引き続き６か月以

上継続すると認められるもの 

オ 就学支度資金、修学資金、修業資金及び就職支度資金（配偶者のない女子又は

男子が扶養している児童に係るものに限る。）の貸付けを申請する児童の取扱い 

 （ア）当該児童が貸付を申請する意思を明らかにしていること。 



 

（イ）当該児童の法定代理人の同意を得ていること。 

（ウ）当該児童の法定代理人を保証人とした連帯保証を付していること。 

（エ）第三者を保証人とした連帯保証を付していること（当該児童の法定代理人

に償還能力がないと認められる場合に限る。）。 

（オ）母を借受者とするよりも子を借受者として貸付けを行う方が母子の経済的

自立及び子の福祉増進に寄与すると認められること。 

  カ 法定代理人が選任されていない児童の取扱い 

    貸付けの対象としない。 

    キ 里親に養育されている児童の取扱い 

里親が後見人として選任されている場合は、法定代理人として申請に同意を得

ること。 

ク 外国人についての取扱い 

    次のいずれの条件にも当てはまる場合は、貸付けを行って差し支えない。 

   （ア）現住地に６か月以上居住し、将来とも永住する見込みがあること。 

   （イ）償還能力が十分にあり、また、確実な保証人を得られること。 

   ケ 不動産についての取扱い 

       自己の住居として使用していない不動産を所有している者については、経済状

況等を考え、個々の実状に則して対応すること。 

   コ 子ども夫婦が同居している場合の取扱い 

    申請者と同一世帯に配偶者のある子が同居しているとき、その世帯の生計の中

   心が子又はその配偶者と認められる場合は、原則として貸付けの対象としない。 

       なお、子又はその配偶者が生計中心者と認められるのは、社会通念上概ね次の

場合である。 

     （ア）その世帯の生計費の大半が子又はその配偶者によってまかなわれていると

き。 

     （イ）自営業者の場合は、事業経営中心者が子又はその配偶者であり、その労力

の大半が子又はその配偶者であるとき。 

     （ウ）住民票上の世帯主が子又はその配偶者であるとき。 

   （エ）主要な資産の名義が子又はその配偶者のものであるとき。 

   （オ）その世帯の対外的な交渉について、子又はその配偶者が当たっているとき。 



 

   サ 収入のある親と同居している場合の取扱い 

    親とは別の生計を営んでいると認められる場合は、貸付けの対象として取り扱

   う。 

       ただし、同一生計の場合は、原則として、その世帯の生計中心者が申請者であ

   る場合のみ貸付けの対象として取り扱うことができる。 

    シ 生活資金等の貸付けに係る特例 

        ケ及びコの規定は、生活資金及び技能習得資金の貸付けには適用しない。 

   ス 成年の第１子が、母又は父及び第２子以降の子を扶養している場合の取扱い 

母又は父に生活能力がないため、成年の第１子が生計中心者となり、母又は父

及び児童を扶養している場合、母又は父を借受者とし、第１子の合意の上で第１

子を連帯保証人として取り扱うことができる。 

なお、第２子を借受者とした場合も同様とし、この場合の連帯保証人は母又は

父及び第１子を含む２名以上の者とする。 

    セ 住所が不安定な貸付申請者の取扱い 

    放浪癖があり、居住地が安定していない者は、貸付けの対象としない。 

    ただし、夫の暴力等から逃れるために住民票を現住所に移すことができない者

   については、その者が次に掲げる要件をすべて満たしている場合に限り、貸付け

   の対象として取り扱うことができる。 

   （ア）原則として現住所地に６か月以上居住している。 

   （イ）その居住地で民生委員の証明による母子家庭の認定がなされている。 

   （ウ）十分な償還の能力があると認められる保証人がいる。 

   ソ 目的外流用のおそれがある者の取扱い 

    資金が、本来の目的以外の用途に流用されるおそれがある場合及び既に事業を

   開始しており、その継続中に生じた借財の返済に充てる場合については、貸付け

   の対象としない。 

    特に、申請者が多額の借財を有する場合、浪費癖がある場合等は、より綿密 

   に調査し、取り扱うこと。 

   タ 償還の意思及び能力が認められない者の取扱い 

    この貸付制度は、福祉対策の一環としての事業ではあるが、その行為はあくま

   でも民法上の金銭貸借関係にある。 



 

    したがって、申請者（借受者）、連帯借受者及び保証人は償還義務を負うもの

   であるから、償還の意思がないと認められる者及び償還能力がない者であって、

   回復する見込みがないと認められる者は、貸付けの対象としない。 

   チ 他の借入金等の滞納者に対する取扱い 

       この貸付制度及び他の制度における借入金の償還、租税等の支払いを現に滞納

   している者は、原則として貸付けの対象としない。 

        ただし、子が連帯借受者となり、又は保証人による連帯保証を付すことにより

償還の見込みがあると認められる場合は、対象とすることができる。 

   ツ 必要性が認められない者の取扱い 

    次に掲げる場合は必要性が認められない者とみなし、貸付けの対象としない。 

   （ア）現在の収入で十分生活可能でありながら、単に利潤追及の目的で事業を開

始又は拡張するための貸付申請であると認められる場合 

   （イ）この制度を利用しなくとも、必要な費用は十分に賄うことが可能と認めら

れるにもかかわらず、単に母子家庭であること、あるいは貸付制度があるこ

とを理由に貸付申請をしてきたと認められる場合 

（２）その他の基準 

    ア 償還期限の取扱い 

   償還期限は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令（昭和３９年政令第２２４

号）第８条第１項及び第３７条第１項に定める期限を超えない範囲で、確実な履

行が可能であると認められる期限を設定すること。 

  なお、修学資金（大学院を除く。）の償還期間は、原則として、以下に掲げる

期間を超えない期間とする。 

（ア）高等学校、専修学校（一般課程・高等課程） 貸付期間の２倍に相当する

期間 

（イ）高等専門学校、短期大学、専修学校（専門課程） 貸付期間の３倍に相当

する期間 

（ウ）大学 貸付期間の２．５倍に相当する期間 

 イ 事業計画が大きいものの取扱い 

   （ア）事業の開始、拡張若しくは継続又は住宅の増改築、建築、購入若しくは補

修の計画で多額の一時資金を要する場合、他からの借入金及び償還金も勘案



 

して慎重に貸付けの適否を決定する。また、事業の開始、拡張及び継続にあ

っては、総資金がこの貸付制度における貸付限度額の概ね３倍以内を基準と

する。 

   （イ）その事業等に要する経費の総額を借入金で賄うことは望ましいことではな

い。そのため、概ね必要経費総額の２割以上（５０万円を超えるような事業

規模の大きなものは３割以上とする。）の自己資金を所有している者を貸付

対象とする。 

   ウ 虚偽の申請の取扱い 

    申請の内容に虚偽があると認められるときは、原則として貸付けの対象としな

   い。ただし、単なる錯誤であるときはこの限りでないので、虚偽の申請が意識的

   に行われたものか否かについては綿密に調査し、判断する。 

   エ 重複貸付けの取扱い 

      同一の資金の再度にわたる貸付けについては、新規貸付申請額が貸付限度額か

   ら既に借り受けた貸付金の償還未済額を差し引いた額の範囲内を限度とする。 

       ただし、前回貸付分の償還が順調で貸付けの実効が認められ、かつ、次回貸付

   けについてもその効果が期待できる場合に限る。 

    また、複数の資金を同時に貸し付ける場合には、必要性を判断した上で行うこ

とができる。 

    なお、修学資金等の子を借受者とすることができる資金について、複数の子を

対象とする場合は、各子についての複数の資金として扱うものとし、同一の資金

として扱わないものとする。 

   オ 継続的資金の借受者が、貸付中に市外へ転居した場合の取扱い 

    技能習得資金、生活資金、修学資金又は修業資金の貸付けを受けている者が、

市外に住所を変更したときにあっても、当該資金の貸付けを継続して行うものと

する。 

  カ 生活保護受給者の取扱い 

    生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護者に対する貸付けにつ

いては、資金を貸し付けることがその者の生活の安定及び向上に効果的であると

認められる場合に限り、この制度の利用について指導することができる。 

なお、被保護者に対する貸付けの適否、収入認定等については、生活保護の実



 

施機関と連携する。 

被保護者に指導する際は、被保護者に対する状況の聞き取りに加え、この制度

を利用することについて生活保護の実施機関に相談しているかどうかを確認の上、

保護の実施状況、自立に向けた取組状況等について照会することについての同意

を得ること。 

被保護者からの聞き取り及び生活保護の実施機関への照会の結果、（３）の保

証人による保証を付すことで償還可能と認められる者に対してはこの制度による

貸付けによる支援を積極的に推進するものとし、償還の見込みがないと認められ

る者に対しては他の制度を案内する等、借受人の早期自立に向けた措置をとるこ

と。ただし、被保護者が貸付けを希望している場合は、保護の受給が一時的なも

のであるか、償還開始時までに生活状況が向上し保護の廃止に向かう見込みがあ

るか等、償還の見込みに係る意見を生活保護の実施機関に求めるものとする。 

 （３）保証人の基準 

  ア 保証人による保証を付すための措置 

（ア）保証人による連帯保証を付すことにより貸付金の利子が無利子となる資金に

ついては、可能な限り保証人による連帯保証を付すよう促すとともに、利子を要

する場合には他の制度を案内し検討した上で申請するよう促す等、借受人の早期

自立を図るための措置をとること。 

 （イ）（ア）に掲げる資金を除く資金についても、保証人による連帯保証を付すこ

とにより償還可能と認められる者に対しては保証人による連帯保証を求める等、

適切な債権管理を行うための措置をとること。 

 イ 保証人の要件 

（ア）保証人とは、借受者と連帯して債務を負担するもの（連帯保証人）である

こと。 

（イ）民法（明治２９年法律第８９号）第４５０条第１項の規定による保証人の

要件を具備していること。 

なお、償還完了までの保証能力等を十分考慮すること。 

ただし、児童が借受者となる貸付金については、弁済資力の有無にかかわ

らず、行為能力があると認められる法定代理人を保証人とすること。この場

合、当該法定代理人に加え、保証人の要件を満たす第三者を保証人とするこ



 

と。 

          また、ここで掲げる要件については、借受人が立てようとする保証人がイ

に掲げる保証人の要件を満たしていない場合であっても、借受人からの聴聞

の結果、やむを得ない事情があると認められる場合であって、償還開始時に

おいて借受者による弁済が困難なときには保証人からの弁済が見込める場合

には保証人として認める等、借受人の自立につなげるよう運用すること。 

     （ウ）借受者の親族であることが望ましいこと。 

   （エ）６０歳未満の者が望ましいこと。 

   （オ）原則として県内に在住している者であること。 

ただし、これが得られない場合は、近隣の都県に居住する者を保証人とす

ることができる。 

なお、県内又は近隣都県内に保証人が得られず、他の地域に居住する親族

を保証人とする場合は、原則として三親等内の者とすること。 

    （カ）一定の職業を持ち、独立の生計を営んでいること。 

なお、保証能力については、その者の所得を証明できる書類により確認す

ること。 

     （キ）申請者と同一生計を営んでいる者は、保証人として認められないこと。 

      ただし、貸付けを受けることにより生計を別にすると認められる場合は、

当該同一生計を営んでいる者を保証人とすることができる。 

    ウ 前夫又は前妻の取扱い  

前夫又は前妻を保証人とすることはできない。 

ただし、他にまったく保証人が得られない場合には、アの要件を満たす者につ

いて保証人とすることができる。 

  エ 未成年の取扱い 

未成年者を保証人とすることはできないが、未成年であっても婚姻している場

合は成年とみなし、保証人とすることができる。 

ただし、その場合は、所得状況、返済能力、申請者との関係等を十分に考慮す

る。 

    オ 外国人の取扱い 

他に保証人が得られない場合は、次に掲げる要件を満たしている外国人を保証



 

人とすることができる。 

（ア）永住許可又は特別永住許可を受けていること。 

 

３ 資金別基準 

 （１）事業開始資金 

  ア 次に該当するものについては、貸付けの対象として取り扱う。 

   （ア）現在営んでいる事業をやめ、新たに事業を開始する場合。 

      （イ）現在の勤務先から独立し、個人経営でその会社の下請けとして同様の仕事

を行う場合。 

   （ウ）宅配等の事業を下請けで行うため、自家用車が必要で、自家用車の持込料

が給与明細に明記されている等、親会社が自家用車の使用を認めている場合

又は担当区域の交通が不便であることが明らかな場合 

      なお、必要に応じて親会社等に確認する。 

  イ 次に該当するものについては、貸付けの対象としない。 

     （ア）申請者が、事業経営の主体ではないと認められる場合。 

           なお、その事業に対する申請者の出資割合が５割を超えていれば、事業経

営の主体とみなす。 

   （イ）事業計画が粗雑であり、不適当と認められる場合。 

   （ウ）立地条件が不適当と認められる場合。 

   （エ）許認可を必要とする事業の場合は、当該許認可を受ける見通しがなく、不

法営業のおそれがあると認められる場合。 

   （オ）投機的事業と認められる場合。 

     （カ）申請者が主力の事業であって、経営上の技術、知識経験等を要するもので

あるにもかかわらず、申請者がその技術等を有しない場合。 

   （キ）事業計画が、その扶養する児童の健全育成上有害と認められる場合。 

   （ク）環境衛生上有害と認められる場合。 

   （ケ）事業継続中の運転資金であって、買掛金の決済に充てると認められる場合。 

   （コ）申請者が法人の代表者であって、その法人の事業資金に充てると認められ

る場合。 

   （サ）保険外交員をしている者が、外交のための交通手段として自動車を購入す



 

る場合。 

ウ 保証人を立てる場合には、公証人による保証意思の確認を求めること。 

 （２）事業継続資金 

  ア  この資金の貸付けは、事業開始後概ね１年以上経過しているものを対象と  

   する。 

    イ 同じ場所に店を新築又は改築して、再び同じ事業を開業する場合は、貸付けの

   対象として取り扱う。 

    ウ 次に該当するものについては、貸付けの対象としない。 

   （ア）事業等から生じた借金の返済に充てると認められる場合。 

      （イ）申請者が、事業経営の主体ではないと認められる場合。 

   （ウ）事業計画が粗雑であり、不適当と認められる場合。 

   （エ）立地条件が不適当と認められる場合。 

   （オ）許認可を必要とする事業の場合は、当該許認可を受ける見通しがなく、不

法営業のおそれがあると認められる場合。 

   （カ）投機的事業と認められる場合。 

      （キ）申請者が主力の事業であって、経営上の技術、知識経験等を要するもので

あるにもかかわらず、申請者がその技術等を有しない場合。 

   （ク）事業計画が、その扶養する児童の健全育成上有害と認められる場合。 

   （ケ）環境衛生上有害と認められる場合。 

   （コ）事業継続中の運転資金であって、買掛金の決済に充てると認められる場合。 

   （サ）申請者が法人の代表者であって、その法人の事業資金に充てると認められ

る場合。 

   （シ）現に経営している店については従業員に任せ、他の場所に支店を出す場合。 

エ 保証人を立てる場合には、公証人による保証意思の確認を求めること。 

  （３）修学資金 

  ア 外国の大学の日本校については、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）にお

ける位置付けを確認し、専修学校であれば修学資金の対象とする。 

    なお、各種学校である場合は、修業資金の対象とする。 

  イ 中学校卒業後、朝鮮学校に進学する場合は、以下のとおり取り扱う。 

   （ア）その学校が中学校卒業以上を入学資格とするものであり、教育内容が高等



 

学校に相当するものであれば、修学資金の対象とし、高等学校として取扱う。 

    （イ）朝鮮大学校（朝鮮学校で大学に相当するもの）については、修業資金の対

象とする。 

    ウ  大学受験のための予備校については、学校教育法における位置付けを確認し、

専修学校であれば修学資金の対象とする。 

    エ 高等専門学校の４年及び５年時の貸付限度額については、それぞれその児童が

高等専門学校１年時の短期大学１年及び２年の額を適用する。 

    オ 医科大学における貸付期間は、６年間とすることができる。 

    カ この資金の貸付けを受けて大学に在学中の者が、病気等留年するにやむを得な

   い理由があると認められる場合は、留年期間中についても貸し付けることができ

   る。 

    キ 高等学校から引き続いて高等専門学校、専修学校、短期大学又は大学（以下

「大学等」という。）まで修学資金の貸付けを受けた者で保証人が同一の場合は、

高等学校及び大学等の償還期間を合算した期間内において、合算した貸付額を均

等に償還することができる。 

    なお、大学から引き続いて大学院まで修学資金の貸付けを受けた者で保証人が

同一の場合についても同様とする。 

ク 対象経費は次に該当するものとし、小遣銭等に利用する目的であると認められ

るものについては、貸付けの対象としない。 

      （ア）授業料 

（イ）授業料以外の学校納付金（施設整備費、実習費等） 

（ウ）修学費（交通費、教科書代、参考図書代、実習材料費等） 

（エ）課外活動費（部活動費、サークル活動費、その他正課教育以外の経費等） 

（オ）自宅外通学において係る経費（食費、住居費、光熱水費等） 

（カ）保健衛生費（診療代、薬代等） 

（キ）その他学生生活を送る上で必要と認められる経費 

  ケ 他の修学資金貸付制度と併用することができる。 

        ただし、日本学生支援機構による学資貸与については、その貸与金額との差額

についてのみ、この資金の対象とすることができる。 

コ 修学資金の貸付けにより修学する者が、授業料の減免又は給付型奨学金（学資



 

支給金）を受けるときは、所定の額から当該授業料の減免及び給付型奨学金の額

に相当する額を控除した額を貸付限度額（所定の額から給付型奨学金の月額と授

業料の減免の年額を12で除した額（1円未満の端数は切り捨て）との合計額に相

当する額を控除した額（当該額が０を下回る場合には、０とする。））とする。

ただし、授業料の減免及び給付型奨学金の申請を行っている場合であっても、減

免等の決定前に一度授業料の納入が求められ、その後減免又は給付型奨学金の給

付が決定した際に納入額が還付され、又は過月分が支給される取扱いが行われる

場合があることから、このような場合には、授業料の納入に当たって必要な額の

貸付金の貸付けを行うこととする。 

 （４）技能習得資金 

  ア 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第９号の自動車の運転

に係る同法第８４条に規定する公安委員会の運転免許（仮免許を除く。以下「自

動車運転免許」という。）を習得する必要性が認められる例としては、以下のも

のが挙げられる。 

    ただし、その事項が、文書等により示されていることとする。 

   （ア）就職が内定している会社から、自動車運転免許の取得が要請されている。 

      （イ）自動車運転免許を取得することにより、好条件の会社に確実に就職又は転

職することができる。 

   （ウ）手当が付く、昇級する等、現在の職場での待遇が改善される。 

    イ 次に該当すると認められるものについては、貸付けの対象としない。 

     （ア）技能習得の形態が、一般就労と同様の状態にあると認められる場合。 

   （イ）申請者の趣味等により知識及び技能の習得を希望すると認められる場合。 

 （５）修業資金 

  ア 自動車運転免許の習得に係る特別貸付けについては、以下の事項に留意して取

   り扱う。 

     （ア）児童が高等学校３年に在学していること。 

      なお、定時制高校及び高等専門学校であっても、３年在学時に申請があっ

たものを対象とする。 

      （イ）就職に際して自動車運転免許の習得が必要であること。 

      なお、その必要性についての基準は、技能修得資金に準ずる。 



 

   （ウ）自動車運転免許の習得について在学する高等学校長の承認を得ていること。 

   （エ）貸付を受けようとする者は、貸付申請に当たって取得しようとする自動車

     運転免許の種類を届け出るとともに、教習所入所承認証明書を提出しなくて

     はならない。 

   （オ）貸付けに当たっては、当該児童が在学する高等学校と連携し、申請者に対

して適切な指導を行う。 

    イ 次に該当すると認められるものについては、貸付けの対象としない。 

      （ア）技能習得の形態が、一般就労と同様の状態にあると認められる場合。 

   （イ）申請者の趣味等により知識及び技能の習得を希望すると認められる場合。 

 （６）就職支度資金 

      長期休暇からの職場復帰については、就職時と同様の事情にあるとみなし、貸付

  けの対象とする。 

  （７）医療介護資金 

  ア 高額療養費による給付、附加給付、ひとり親家庭等医療費支給制度等の医療費

   公費負担制度による給付がある場合は、自己負担分からこれらの額を控除した額

   を貸付けの対象とする。 

    イ 貸付けの対象となる疾病又は負傷は、当該疾病又は負傷について医療を受ける

   期間が１年以内と見込まれるものとする。 

    ウ この貸付けが、単なる資金援助とならないよう留意する。 

  エ 貸付額については、医療費見込額証明書における概算医療費に基づき、償還が

達成できると認められる範囲内とする。 

   オ 貸付申請日以前に受けた医療については、６か月を超えない範囲で遡及するこ

   とができるが、その場合の据置期間についても、医療を受ける期間が満了して６

   か月を経過するまでの期間とする。 

 （８）生活資金 

  ア 配偶者のない女子又は配偶者のない男子となって７年未満の者に係る貸付けに

ついては、以下のとおり取り扱う。 

      （ア）生活費収支内訳書に基づく必要額を貸し付ける。 

          ただし、社会通念上必要な生活用品、住居設備等を整える必要があると認め

    られる場合には、その所要額を加算することができる。 



 

      （イ）自立生活計画書により返済計画を明確にするとともに、自立へ向けての助

言及び指導を行う。 

    イ 貸付金額については、貸付けを受けた者の償還能力に応じた適正な額としなけ

   ればならない。 

 （９）住宅資金 

  ア この資金は、現に居住し、かつ、原則として自己所有の住宅が対象であるが、

   親族の家に同居している場合又は借地に自己所有の住宅を建築している場合にお

   いても貸付けの対象となる。 

        なお、その際は、家主又は地主の同意を必要とする。 

    イ 次に該当するものは、貸付けの対象として取り扱う。 

   （ア）トイレを汲取式から水洗式に改築する場合 

      「老朽化による改築」として取り扱う。 

      （イ）公共工事の負担金 

      下水道等公共工事の負担金については、必要であればこの資金の対象とし

ても差し支えないが、市町村からの助成・貸付制度等についても調査の上、

取り扱う。 

  ウ 次に該当するものは、貸付けの対象としない。 

     （ア）現在の住居で、世帯員の居住が十分可能である等、その増改築、建設、購

入の必要性が認められない場合。 

     （イ）遺産相続等により共有しているが、今後引き続いて居住すると認められな

い場合。 

   （ウ）間貸しをするために増改築を行うと認められる場合。 

   （エ）納税に充てると認められる場合。 

   （オ）償還計画がずさんであり、かつ、確実な償還財源が見込まれない場合。 

  （１０）転宅資金 

    ア 賃貸住宅の更新料については、通常２年に１度の契約更改時に必要となること

   が多いことから、賃貸住宅の更新料に充てる場合は、次のとおり取り扱う。 

   （ア）賃貸住宅の更新料に充てるためのこの資金の借受けは１回限りとする。 

      （イ）必ず２年以内に償還を終了することとする。 

  イ この資金の貸付けについては、原則として新居住地で行うものとする。 



 

    ウ 次に該当すると認められるものについては、貸付けの対象としない。 

    （ア）住居移転に伴う交通費、近隣との交際費、新住居の整備費等にこの資金を

充てる場合。 

      （イ）転居後の居住地が不安定になると認められる場合。 

    エ  配偶者と同居しているものについては、既に当該配偶者との離婚が成立してお

   り、今後別居することが明らかである場合は、貸付けの対象とする。 

  （１１）就学支度資金 

ア 学校教育法第１条による学校又は修業施設以外のものに入学又は入所すると認

められる場合は、貸付けの対象としない。 

イ  対象経費は次に該当するものとする。 

（ア） 受験料 

（イ） 被服費等  

ウ 就学支度資金の貸付けにより入学する者が、入学金の減免を受けることができ

ることができるときは、所定の額から当該減免の額に相当する額を控除した額を

貸付限度額とする。ただし、入学金の減免の申請を行っている場合であっても、

減免の決定前に一度入学金の納入が求められ、その後減免が決定した際に還付さ

れる取扱いが行われる場合があることから、このような場合には、入学金の納入

に当たって必要な額の貸付金の貸付けを行うこととする。 

  （１２）結婚資金 

 婚姻にかかる費用は、本来、その子自身が負担するものであることから、貸付け

に当たっては、その必要性について十分調査、指導すること。 

 

附 則 

この基準は、平成１５年４月１日から適用する。 

附 則 

  この基準は、平成１６年４月１日から適用する。 

附 則 

  この基準は、平成２１年４月１日から適用する。 

附 則 

  この基準は、平成２６年１０月１日から適用する。 



 

附 則 

  この基準は、平成２８年１２月２６日から適用する。 

附 則 

  この基準は、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則 

  この基準は、令和２年４月１日から適用する。 

 

 


